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◆
削
減
目
標

◆
財
政
運
営
の
あ
り
方

○
保
有
土
地
対
策
二
十
年
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等

改
革
推
進
債
償
還
十
五
年
を
選
択
し
た
場
合

で
も
、
今
後
、
定
期
的
に
、
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
る
対
策
の
点
検
、
管
理
を
行
い
、

議
会
や
県
民
に
報
告
す
べ
き
。
な
ど

◆
保
有
土
地
処
分

○
全
庁
的
・
統
一
的
取
り
組
み
を
促
進
す
る
体

制
の
も
と
、
弾
力
的
な
価
格
設
定
や
幅
広
い

用
途
の
検
討
な
ど
に
よ
り
、
土
地
の
早
期
処

分
を
強
力
に
推
進
す
べ
き
。
な
ど

◆
精
査
団
体
等
の
改
革
方
向
一
覧

　

報
告
書
の
内
容
（
全
文
）
は
、
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

議
員
提
出

○
茨
城
県
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
８
０
２
０
・
６
４
２
４
推
進
条
例

○
新
た
な
経
済
対
策
を
求
め
る
意
見
書

○「
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
の
期
限

延
長
を
求
め
る
意
見
書

○
米
価
下
落
へ
の
緊
急
対
策
を
求
め
る
意
見
書

知
事
提
出

◆
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
関
係

○
一
般
会
計
予
算
（
一
件
）

○
特
別
会
計
予
算
（
一
件
）

○
企
業
会
計
予
算
（
一
件
）

◆
条
例
の
制
定

○
茨
城
県
暴
力
団
排
除
条
例

◆
条
例
の
一
部
改
正

○
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
及
び
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
茨
城
県
立
自
然
公
園
条
例
及
び
茨
城
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

ほ
か
三
件

◆
そ
の
他

○
地
方
財
政
法
第
33
条
の
５
の
７
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
債
に
係
る
許

可
の
申
請
に
つ
い
て
（
三
セ
ク
債
の
起
債
許
可
申
請
議
案
）

○
県
が
行
う
建
設
事
業
等
に
対
す
る
市
町
の
負
担
額
に
つ
い
て

ほ
か
十
件

お知らせ

月日 曜 議 事 予 定

11.  4 木
議会運営委員会
本会議（開会、知事提
出議案説明）

5 金 議案調査
6 土
7 日

8 月
議会運営委員会
本会議（一般質問・質
疑）

9 火
議会運営委員会
本会議（一般質問・質疑、
議案常任委員会付託）

10 水 常任委員会
11 木 決算特別委員会
12 金 議事整理
13 土
14 日

15 月
議会運営委員会
本会議（委員長報告、
採決、閉会）

　次回の、平成 22 年第４回
定例県議会は、11月 4日から
11月 15日までの 12日間の会
期日程で開催される予定です。

　

決
算
特
別
委
員
会
は
、

前
年
度
予
算
の
執
行
状
況

が
適
正
か
ど
う
か
を
審
査

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る

委
員
会
で
す
。

　

九
月
七
日
の
本
会
議
で

選
任
し
た
委
員
は
次
の
と

お
り
で
す
。

委 

員 

長　

鈴
木　

徳
穂

副
委
員
長　

福
地
源
一
郎

委　
　

員　

伊
沢　

勝
徳

　
　

〃　
　

鈴
木
せ
つ
子

　
　

〃　
　

新
井　
　

昇

　
　

〃　
　

小
田
木
真
代

　
　

〃　
　

山
岡　

恒
夫

　
　

〃　
　

狩
野　

岳
也

委　
　

員　

鈴
木　

亮
寛

　
　

〃　
　

飯
野　

重
男

　
　

〃　
　

佐
々
木
忠
男

　
　

〃　
　

遠
藤　
　

実

　
　

〃　
　

足
立　

寛
作

　
　

〃　
　

半
村　
　

登

　
　

〃　
　

山
中
た
い
子

　

本
委
員
会
（
鶴
岡
正
彦
委
員
長
）
は
、
昨
年

三
月
設
置
以
来
、
十
六
回
の
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
定
例
会
最
終
日
に
、
委
員
会
の
調
査
結
果

と
し
て
、
県
出
資
団
体
や
特
別
会
計
、
企
業
会

計
の
改
革
方
向
な
ど
を
報
告
し
ま
し
た
。
調
査

結
果
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１　

県
財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
県
住
宅

供
給
公
社
の
早
期
解
散
の
方
向
性
を
示
し
、

第
三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
の
活
用
に
当

た
っ
て
は
、
県
民
の
理
解
を
得
て
、
知
事
等
の

責
任
を
明
確
に
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
県
で
は
県
住
宅
供
給
公

社
破
産
の
準
備
段
階
に
入
り
、
定
例
会
に
第

三
セ
ク
タ
ー
等
改
革
推
進
債
の
起
債
許
可
申

請
議
案
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
案
、
知
事
等

の
給
料
及
び
退
職
手
当
を
減
額
す
る
た
め
の

条
例
案
を
提
案
し
ま
し
た
。

２　

県
出
資
団
体
等
改
革
に
つ
い
て
、
委
員
会

と
し
て
削
減
目
標
を
設
定
し
ま
し
た
。

　

県
出
資
団
体
数
や
県
の
人
的
・
財
政
的
関

与
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
数
値
目
標
を
掲
げ

る
こ
と
で
、
改
革
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図

り
ま
す
。

３　

公
社
や
Ｔ
Ｘ
沿
線
開
発
な
ど
の
保
有
土
地

に
つ
い
て
、
早
期
処
分
の
促
進
や
造
成
経
費

等
の
圧
縮
な
ど
将
来
負
担
の
縮
減
を
求
め
ま

し
た
。

　

次
に
、
主
な
も
の
を
記
載
し
ま
す
。

◆
改
革
に
お
け
る
基
本
的
認
識

○
本
県
財
政
の
健
全
化
を
県
出
資
団
体
等
改
革

の
根
本
に
据
え
て
取
り
組
む
べ
き
。

○
県
出
資
団
体
は
、
適
時
適
切
に
、「
廃
止
」

や
「
統
合
」「
民
営
化
・
自
立
化
」
に
向
け

た
抜
本
的
な
見
直
し
を
進
め
る
べ
き
。

○
設
立
当
初
の
目
的
が
薄
れ
た
り
、
一
般
会
計

で
の
取
扱
い
が
可
能
と
判
断
さ
れ
る
特
別
会

計
は
、
廃
止
を
含
め
て
あ
り
方
を
検
討
す
べ

き
。
な
ど

補
助
金
等

県
派
遣
職
員
数

出
資
団
体
数

約
三
百
億
円

二
百
六
十
一
人

五
十
五
団
体

平
成
二
十
一
年
度

現　

状

百
五
十
億
円
程
度

百
三
十
人
程
度

四
十
団
体
程
度

平
成
二
十
五
年
度 目　

標三
十
団
体
程
度

平
成
二
十
九
年
度

会　　計 団　　体

改
革
方
向

事
業
の

計
画
的
推
進

経
営
や

収
支
の
改
善

事
業
縮
小

一
般
会
計
へ
の

一
元
化

事
業
の

計
画
的
推
進

県
の
財
政
的
関
与

の
廃
止
・
縮
小

県
の
人
的
関
与
の

削
減

統
合
・
再
編

存
廃
検
討
・

事
業
縮
小

団
体
の
廃
止

都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
特

別
会
計
、港
湾
事
業
特
別
会
計
、

競
輪
事
業
特
別
会
計
、水
道
事
業
会
計
、

工
業
用
水
道
事
業
会
計
、

地
域
振
興
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計
、

流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
、

県
立
医
療
大
学
付
属
病
院
特
別
会
計

貸
付
金
会
計

鹿
島
臨
海
工
業
地
帯
造
成
事
業
特
別
会

計 県
環
境
保
全
事
業
団
、

県
看
護
教
育
財
団

鹿
島
都
市
開
発
、

県
社
会
福
祉
事
業
団
、

い
ば
ら
き
Ｉ
Ｔ
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

県
教
育
財
団

県
青
少
年
協
会
、県
農
林
振
興
公
社
、

県
穀
物
改
良
協
会
、

園
芸
い
ば
ら
き
振
興
協
会
、

県
建
設
技
術
公
社
、

県
道
路
公
社

県
開
発
公
社
、

県
土
地
開
発
公
社

県
住
宅
供
給
公
社
、

グ
リ
ー
ン
ふ
る
さ
と
振
興
機
構

精
査
団
体
等

６ ３ １ １ ２ ３ １ ６ ２ ２ 数

　平成 22年度末での県債残高は、1兆 9,490 億円（県民一人当
たり約 65万 7,000 円）になります。
　今後ピーク時には 1,540 億円／年の返済（公債費）が必要に
なると試算しています。（右グラフ）
　このうち、県住宅供給公社の解散に伴う第三セクター等改革
推進債（三セク債）の償還額として、今後 15年間で約 400 億
円規模の負担が含まれています。

　また、県及び公社等の保有土地対策が財政運営上の課題となっ
ています。
　保有土地全体では、平成 21 年度決算ベースで 1,890 億円程
度の実質的な将来負担が見込まれており、保有土地の早期処分
に全力を挙げるとともに、今後 20年間で、毎年 100 億円程度、
金利を含め 1,940 億円の一般財源の投入により、早期解消が求
められます。 第15回県出資団体等調査特別委員会（8月19日）資料

県債残高、公債費の見通し

今
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た
主
な
議
案

決
算
特
別
委
員
会
人
事

県
出
資
団
体
等
調
査
特
別
委
員
会

最
終
調
査
結
果
を
報
告


